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(57)【要約】
【課題】周辺の毛髪の巻き込みがほとんどなく、毛髪が
折れたり、吊れて使用者に痛みを与えたりすることが防
止され、操作性に優れる毛髪保持体用開閉治具の提供。
【解決手段】本発明の毛髪保持体用開閉治具３は、毛髪
束を挿入して保持する筒状の毛髪保持体２の開口部２１
を開閉する。毛髪保持体２の一端部が挿入されて固定さ
れる内周が閉じた領域を形成する挿着口３１と、挿着口
３１の拡縮手段３２とを有する。開閉治具３は、ヒンジ
部３３を介して屈曲自在の長片部３４及び短片部３５を
有するヒンジ部材３０からなり、長片部３４にガイド孔
３４１が形成され、短片部３５の先端部にガイド孔３４
１に挿入されてガイド孔３４１の縁部に係止される係止
部３５１が形成される。ヒンジ部材３０をヒンジ部３３
で折り返し係止部３５１をガイド孔３４１に挿入するこ
とで挿着口３１が形成され、拡縮手段３２は長片部３４
を弾性変形させて挿着口３１を拡縮させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端部の開口部から他端部に向けて毛髪束を挿入して保持する筒状の毛髪保持体におけ
る該開口部を開閉する毛髪保持体用開閉治具であって、
　前記毛髪保持体の前記一端部が挿入されて固定される内周が閉じた領域を形成している
挿着口と、該挿着口を拡縮させる拡縮手段とを有している毛髪保持体用開閉治具。
【請求項２】
　ヒンジ部を介して屈曲自在に設けられた長片部及び短片部を有するヒンジ部材からなり
、
　前記長片部にガイド孔が形成されているとともに、前記短片部の先端部に前記ガイド孔
に挿入されて該ガイド孔に係止される前記係止部が形成されており、
　前記ヒンジ部材を該ヒンジ部で折り返して前記係止部を前記ガイド孔に挿入することに
より前記挿着口が形成され、
　前記拡縮手段は、前記長片部を弾性変形させるか又は屈伸させることにより、該挿着口
を拡縮させるように設けられている請求項１に記載の毛髪保持体用開閉治具。
【請求項３】
　ヒンジ部を介して屈曲自在に設けられた一対の片部を有するヒンジ部材からなり、
　該ヒンジ部材の中央部に前記挿着口が形成されているとともに該挿着口の両側部に前記
ヒンジ部が形成され、
　前記拡縮手段は、前記ヒンジ部を屈曲させて前記片部同士を離したり近づけたりするこ
とにより、前記挿着口を拡縮させるように設けられている請求項１に記載の毛髪保持体用
開閉治具。
【請求項４】
　少なくとも二つの環状部材が弾性部材を介して連結されてなり、
　前記挿着口が各前記環状部材の環同士の重なり部分で形成されているとともに、前記拡
縮手段が、前記弾性部材の弾性変形に伴う前記環状部材同士を相対移動させることにより
、前記挿着口を拡縮するように設けられている請求項１に記載の毛髪保持体用開閉治具。
【請求項５】
　請求項１～４の何れかに記載の毛髪保持体用開閉治具が前記毛髪保持体の前記一端部に
固定されている毛髪処理用の毛髪保持具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、毛髪に部分的な染色やパーマ等の処理を施すときに使用される、毛髪束を挿
入して保持する筒状の毛髪保持体を開閉するための開閉治具、並びに該開閉治具が毛髪保
持体に固定された毛髪処理用の毛髪保持具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、毛髪に部分的に染色やパーマ等の処理を施すことが行われている。このような処
理を施すときに使用される器具として、例えば、下記特許文献１に記載の毛髪巻取具が提
案されている。この毛髪巻取具は、縦に二つ折りにしたプラスチックフィルム等の透明な
シートに毛髪を取込み、その一方の上端外側に一端が開閉する髪留め具で毛髪束を固定し
、取り込んだ毛髪束に毛染め剤を塗布することで、染毛を行う。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２５３９２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献１に開示された毛髪巻取具では、髪留め具の口を閉じる場合に保
持された毛髪束だけでなく、周辺の毛髪も巻き込んで保持してしまうことが多く、毛髪が
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折れたり、吊れて使用者に痛みを与えたりするほか、操作性が悪いといった課題を有して
いた。上記の課題は特に自分自身で処理を行う場合に顕著であり、操作性を著しく悪化さ
せていた。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、前述した従来技術が有する欠点を解消し得る毛髪保持具用治
具及び毛髪処理用の毛髪保持具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、一端部の開口部から他端部に向けて毛髪束を挿入して保持する筒状の毛髪保
持体における該開口部を開閉する毛髪保持体用開閉治具であって、前記毛髪保持体の前記
一端部が挿入されて固定される内周が閉じた領域を形成している挿着口と、該挿着口を拡
縮させる拡縮手段とを有している毛髪保持体用開閉治具を提供することにより、上記目的
を達成したものである。
【０００７】
　また、本発明は、前記本発明の毛髪保持体用開閉治具が前記毛髪保持体の前記一端部に
固定されている毛髪処理用の毛髪保持具を提供するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の毛髪保持体用開閉治具及び毛髪保持具によれば、周辺の毛髪を巻き込むことが
ほとんどなく、噛み込むこともないため、毛髪が折れたり、吊れて使用者に痛みを与えた
りすることが防止されるほか、操作性に優れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の毛髪処理用の毛髪保持具（以下、単に毛髪保持具ともいう。）を、その
好ましい実施形態に基づいて、図面を参照しながら説明する。
【００１０】
　図１は、本発明の毛髪保持具の第１実施形態を示す模式図である。
　図１に示すように、本実施形態の毛髪保持具１は、一端部の開口部から他端部に向けて
毛髪束を挿入して保持する筒状の毛髪保持体２と、毛髪保持体２における一端部の開口部
を開閉する毛髪保持体用開閉治具（以下、単に開閉治具ともいう。）３とから構成されて
いる。毛髪保持具１は、毛髪保持体２の前記一端部が後述する開閉治具３の挿着口３１に
挿入されて挿着口３１の内周に固定される。固定方法に特に制限はないが、開閉治具３の
繰り返し使用を考慮すると、前記挿着口の両内面に粘着剤が配された接着テープなどで固
定することが好ましい。毛髪保持体２は、挿着口３１の形態に応じて、前記一端部の全周
を固定してもよく、部分的に固定してもよい。
【００１１】
　毛髪保持体２は、筒状体２０を主体として構成されている。毛髪保持体２は、毛髪束の
挿入口２１及び染毛剤の注入口２２を有している。本実施形態では、一端部の開口部が挿
入口２１、他端部の開口部が染毛剤の注入口２２とされている。筒状体２０は、一対の短
冊状のシート２３、２３の両側部２４、２４が接合されて形成されている。
【００１２】
　筒状体２０の長さは、処理を施す毛髪の長さに応じて適切な長さとされ、好ましくは処
理を施す毛髪の長さよりも長く設定される。また、筒状体２０の開口部は長円形状又は円
形状であり、その大きさは、挿入する毛髪束の量に応じて適切な大きさに設定される。筒
状体２０の長さＬ２０は５０～６００ｍｍ、開口部（挿入口２１、注入口２２）の大きさ
は、長径５～１００ｍｍ、短径２～４０ｍｍ程度の範囲である。長径と短径が等しい場合
には筒状体２０の開口部は円形状となる。
【００１３】
　シート２３は、染毛剤に対して非透過性の材料から形成されており、染毛剤が筒状体２
０の周面から外に漏れ出すことはない。その結果、毛髪保持体２に挿入されている毛髪束
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以外の毛髪が染毛されることが防止される。従って、本実施形態の毛髪保持体２を用いた
染毛処理は、頭髪の部分的な染毛に特に効果的である。また、染毛剤は、毛髪保持体２内
に比較的気密状態で存在することになるので、染毛剤に揮発成分が含まれている場合には
、染毛中に該揮発成分が揮発することが防止され、染毛処理を効率的に行える、また揮発
成分が目に沁みるという悪影響も防止することができるという利点もある。
【００１４】
　前述したシート２３の形成材料としては、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレ
フィン、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル、ナイロン、ポリスチレン、塩化
ビニル等の合成樹脂単体で製造されたフィルム、前記合成樹脂をブレンドして製造された
フィルムあるいは前記フィルムを多層にラミネートした合成樹脂フィルム等が好ましく用
いられる。
【００１５】
　図２に示すように、開閉治具３は、毛髪保持体２の前記一端部が挿入されて固定される
、内周が閉じた領域を形成している挿着口３１と、挿着口３１を拡縮させる拡縮手段３２
とを有している。
【００１６】
　本実施形態の開閉治具３は、薄肉のヒンジ部３３を介して屈曲自在に設けられた長片部
３４及び短片部３５を有するヒンジ部材３０からなる。ヒンジ部材３０は合成樹脂の一体
成形体（一部品）からなる。ヒンジ部材３０の好ましい材質としては、ポリエチレン樹脂
、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂等の合成樹脂が
挙げられる。
【００１７】
　長片部３４には先端部付近に平面視して矩形のガイド孔３４１が形成されている。また
、長片部３４には、ガイド孔３４１に隣接して長手方向に伸びる長孔３４２が形成されて
おり、後述するように当該長片部３４がまっすぐに伸びたときに、後述する短片部３５の
凸部３５２が収まって、毛髪保持具と毛髪との摩擦を大きくし、毛髪保持具が毛髪束から
ズレや抜け落ちを防止できるようになされている。
【００１８】
　短片部３５の先端部には、ヒンジ部３３の閉じる方向に折れ曲がる係止部３５１が形成
されている。係止部３５１は、長片部３４のガイド孔３４１に挿入されてガイド孔３４１
に係止される。短片部３５には、長片部３４がまっすぐに伸びたときにその長孔３４２に
収まる凸部３５２が形成されている。
【００１９】
　開閉治具３は、ヒンジ部材３０をヒンジ部３３で折り返して係止部３５１をガイド孔３
４１に挿入して係止させることにより、挿着口３１が形成される。挿着口３１の内周は、
長片部３４、短片部３５、ヒンジ部３３の内面から構成されている。従って、前記特許文
献１に記載の毛髪巻取具のような一端が開閉する構造とは異なり、図３に示すように、挿
着口３１の内周は閉じた領域を形成している。
【００２０】
　開閉治具３の拡縮手段３２は、図３に示すように、長片部３４をヒンジ部３３側に向け
てつぶすよう押圧力をかけたり該押圧力を解いたりして、長片部３４を弾性変形させるこ
とにより、挿着口３１が拡縮されるように設けられている。
【００２１】
　本実施形態の毛髪保持具１は、毛髪束を挿入するときには、図３に示すように、長片部
３４を弾性変形させ、挿着口３１を広げた状態にする。これに伴って、毛髪保持具２の毛
髪の挿入口２１も広げられた状態になるので、毛髪束が挿入しやすくなる。この状態で、
毛髪束を挿入口２１から挿入し、生え際まで挿入した後、図２に示すように、長片部３４
の弾性変形を解くと、挿着口３１が狭まって毛髪束が毛髪保持具によって保持される。そ
して、毛髪保持体２内に毛髪処理剤を注入し、毛髪保持体２をしごいて該毛髪処理剤を広
げ、所望の毛髪束の処理を行う。
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【００２２】
　上述のように、拡縮手段３２が長片部３４を弾性変形させ、あるいは、弾性変形を解く
ことによって、挿着口３１を拡縮（挿入口２１の開閉）させる。ここで、本実施形態では
、“拡縮”の“拡”は長片部３４を弾性変形させる場合（図３）の状態を指し、“拡縮”
の“縮”は、長片部３４の弾性変形を解いた場合（図２）の状態を指す。
【００２３】
　このように、本実施形態の毛髪保持具１は、毛髪束を挿入口２１に挿入するときには開
閉治具３の挿着口３１が閉じた状態であるので、周辺の毛髪を巻き込むことがほとんどな
く、噛み込むこともないため、毛髪が折れたり、吊れて使用者に痛みを与えたりすること
が防止されるほか、挿着口３１の拡縮（挿入口２１の開閉）も長片部３４の弾性変形によ
って容易に行えるため、操作性に優れる。
【００２４】
　次に、本発明の毛髪保持具の第２実施形態について説明する。なお、以下の説明におい
ては、第２実施形態の毛髪保持具の特徴部分である開閉治具について説明し、第１実施形
態の毛髪保持具と共通する部分については、その説明を省略する。よって、特に説明のな
い部分については、前記第１実施形態における説明が適宜適用される。
【００２５】
　図４に示すように、第２実施形態の毛髪保持具における開閉治具３’は、第１実施形態
の開閉治具における長片部及び短片部の形態が異なる以外は、第１実施形態の開閉治具３
と同様の構成である。即ち、第２実施形態の開閉治具３’は、長片部３４’に長孔３４２
’が二つ並列に設けられ、長孔３４２’に挿入される壁状の凸部３５２’が短片部３５’
に設けられている点以外は、第１実施形態の開閉治具３と同様の構成である。本実施形態
の開閉治具３’においても、毛髪束を毛髪保持具の挿入口から挿入し、生え際まで挿入し
た後、長片部３４’の弾性変形を解いたときに、挿入口が狭まって毛髪束が毛髪保持具に
よって保持される。本実施形態の開閉治具３’では、第１実施形態の毛髪保持具における
開閉治具３と同様の効果が奏されるほか、長孔３４２’と長孔３４２’に挿入される凸部
３５２’が二つ並列に設けられているので、毛髪と毛髪保持体との接触面積が増えて摩擦
力も大きくなり、毛髪保持体の毛髪束からのずれや抜け落ちが確実に防止される。
【００２６】
　次に、本発明の毛髪保持具の第３実施形態について説明する。なお、以下の説明におい
ては、第３実施形態の毛髪保持具の特徴部分である開閉治具について説明し、第１実施形
態の毛髪保持具と共通する部分については、その説明を省略する。よって、特に説明のな
い部分については、前記第１実施形態における説明が適宜適用される。
【００２７】
　図５に示すように、第３実施形態の毛髪保持具における開閉治具３’は、挿着口３１’
の拡縮手段３２’が、長片部３４’を屈伸させることにより、挿着口３１’を拡縮（挿入
口２１を開閉）させるように設けられている。
【００２８】
　長片部３４’の長さ方向中央部には、薄肉のヒンジ部３４３’が設けられており、長片
部３４’をこのヒンジ部３４３’で屈伸させることによって、挿着口３１’を拡縮させる
。長片部３４’がこのような形態とされているため、長孔３４２’もヒンジ部３４３’の
両側に二カ所設けられている。
【００２９】
　短片部３５’の凸部３５２’も長孔３４２’に対応して二カ所に設けられている。また
、係止部３５１’はその先端部がヒンジ部３３側に折り曲げられており、挿着口３１’を
閉じたときの安定性がより高められている。
【００３０】
　ここで、本実施形態では、“拡縮”の“拡”は長片部３４’を屈曲させる場合（図６）
の状態を指し、“拡縮”の“縮”は、長片部３４’をまっすぐに伸張させる場合（図５）
の状態を指す。
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【００３１】
　図６に示すように、本実施形態の毛髪保持具においても、前記第１実施形態の毛髪保持
具１と同様に、毛髪束を挿入口２１に挿入するときには開閉治具３’の挿着口３１’が閉
じた状態であるので、周辺の毛髪を巻き込むことがほとんどなく、噛み込むこともないた
め、毛髪が折れたり、吊れて使用者に痛みを与えたりすることが防止されるほか、挿着口
３１’の拡縮（挿入口２１の開閉）も長片部３４’の屈伸によって容易に行えるため、操
作性に優れる。
【００３２】
　次に、本発明の毛髪保持具の第４実施形態について説明する。以下の説明においては、
第４実施形態の毛髪保持具の特徴部分である開閉治具について説明し、第１実施形態の毛
髪保持具と共通する部分については、その説明を省略する。よって、特に説明のない部分
については、前記第１実施形態における説明が適宜適用される。
【００３３】
　図７は、第４実施形態の毛髪保持具における開閉治具３’を、通常は屈曲しているヒン
ジ部３３’を展開して伸ばした状態で示したものである。図７に示すように、第４実施形
態の毛髪保持具における開閉治具３’は、ヒンジ部３３’を介して屈曲自在に設けられた
一対の片部３６、３７を有するヒンジ部材３０’からなる。開閉治具３’は、ヒンジ部材
３０’の中央部に開口部３１１’が形成されており、開口部３１１’の両側にヒンジ部３
３’が形成されている。毛髪保持具１’は、開口部３１１’に毛髪保持体２の挿入口２１
側の一端部が挿入されて、ヒンジ部３３’を屈曲させて、片部３６、３７の板面３６０と
片部３７の板面３７０に毛髪保持体２の一端部を接合することによって、開閉治具３’が
毛髪保持体２に固定されて使用される。
【００３４】
　片部３６の先端部の両側面部３６３は、傾斜面とされており、その断面はくさび型とな
っている。片部３６の板面３６０には、片部３６の幅方向に伸びる長孔３６２が設けられ
ている。片部３６の両側部にはヒンジ部３３’を介した片部３６、３７の開閉動作を行い
やすくするために、片部３６の板面３６０から垂直方向に起立する操作片部３６４が設け
られている。
【００３５】
　片部３７の先端部の両側には、片部３６の両側面部３６３を係止するための凹凸３７３
１を有する柱３７３が設けられている。また、片部３７の板面には、片部３７の幅方向に
伸び、長孔３６２に対応した凸部３７２が設けられており、開閉治具３’をヒンジ部３３
’で屈曲させ、片部３６と片部３７同士を係止させたときに、凸部３７２が長孔３６２に
収まることによって、毛髪保持具と毛髪との摩擦を大きくし、毛髪保持具が毛髪束からズ
レや抜け落ちを防止できるようになされている。片部３７の両側部にも片部３６と同様に
、ヒンジ部３３’を介した片部３６、３７の開閉動作を行いやすくするために、片部３７
の板面３７０から垂直方向に起立する操作片部３７４が設けられている。
【００３６】
　本実施形態の毛髪保持具は、図８に示すように、毛髪保持体２の挿入口２１側の一端部
を開口部３１１’内に挿入し、該一端部を開閉治具３’の片部３６の板面３６０と片部３
７の板面３７０に接合することによって、開閉治具３’が毛髪保持体２に固定される。そ
して、ヒンジ部３３’を介して片部３６、３７を開いた状態として毛髪保持体２の挿入口
２１を拡げ、挿入口２１から毛髪を挿入した後、片部３６と片部３７同士を閉じて片部３
６の両側面部３６３を両側の柱３７３の凹凸３７３１を構成する突条に係止させる。これ
により、凸部３７２が長孔３６２に収まり、毛髪束がずれたり抜け落ちたりすることなく
毛髪保持具２によって保持される。
【００３７】
　図９は、図８のＡ－Ａ矢視拡大図である。なお、図９（ａ）では、操作片部３６４、３
７４は図示していない。また、図９（ｂ）では、操作片部３６４、３７４及び毛髪保持体
２は図示していない。
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【００３８】
　本実施形態の開閉治具３’においては、図９（ａ）に示すように、片部３６、３７の先
端部３６５、３７５においてその両側部３６３を、柱３７３の凹凸３７３１を形成する突
条に係止させることによって、片部３６、３７の先端部３６５、３７５及び、柱３７３で
囲まれて挿着口３１’が形成されており、挿着口３１’の内周は閉じた領域を形成してい
る。また、拡縮手段３２’は、ヒンジ部を屈曲させて片部３６の両側部３６３と柱３７３
の係止位置を変えて、片部３６、３７同士を離したり、近づけたりすることにより、挿着
口３１’を拡縮させるように設けられている。
【００３９】
　本実施形態の開閉治具３’では、図９（ａ）に示すように、ヒンジ部を屈曲させて片部
３６、３７同士を離した状態が、“拡縮”の“拡”の状態である。すなわち、毛髪保持体
２の挿入口を広げている状態である。また、図９（ｂ）に示すように、ヒンジ部をさらに
屈曲させて片部３６、３７同士を近づけた状態が、“拡縮”の“縮”の状態である。すな
わち、毛髪保持体の挿入口を狭めている状態である。
【００４０】
　本実施形態の毛髪保持具においても、前記第１実施形態の毛髪保持具１と同様に、毛髪
束を毛髪保持体の挿入口に挿入するときには開閉治具３’の挿着口３１’が閉じた状態で
あるので、周辺の毛髪を巻き込むことがほとんどなく、毛髪が折れたり、吊れて使用者に
痛みを与えたりすることが防止されるほか、挿着口３１’の拡縮（挿入口２１の開閉）も
ヒンジ部３３’を屈曲させて片部３６、３７同士を離したり近づけたりすることによって
容易に行えるため、操作性に優れる。
【００４１】
　次に、本発明の毛髪保持具の第５実施形態について説明する。以下の説明においては、
第５実施形態の毛髪保持具の特徴部分である開閉治具について説明し、第１実施形態の開
閉治具と共通する部分については、その説明を省略する。よって、特に説明のない部分に
ついては、前記第１実施形態における説明が適宜適用される。
【００４２】
　図１０に示したように、本実施形態の開閉治具３’は、二つの環状部材３８、３９が弾
性部材３８３９を介して連結されている。開閉治具３’では、挿着口３１’が各環状部材
３８、３９の環３８０、３９０同士の重なり部分で形成されている。
【００４３】
　環状部材３８は、天面部３８１、底面部３８２、及びそれらを結ぶ二つの側面部３８３
を有する内部が空洞の部材からなる。そして、これらの各面部の内面が前記環３８０を形
成している。両側面部３８３には、環状部材３９が上下動するときのガイドとなるガイド
孔３８４が設けられている。
【００４４】
　環状部材３９は、天面部３９１、底面部３９２、及びそれらを結ぶ二つの側面部３９３
を有する内部が空洞の部材からなる。そして、これらの各面部の内面が前記環３９０を形
成している。
【００４５】
　開閉治具３’においては、環状部材３８のガイド孔３８４に通された天面部３９１と、
環状部材３８の底面部３８２の下に配された底面部３９２とが、側面部３８３の外側で、
側面部３９３によって連結されている。天面部３９１におけるガイド孔３８４内の挿通部
分の奥行きはガイド孔３８４の幅と略同じ長さとされている。そして、環状部材３８の天
面部３８１の内面と環状部材３９の天面部３９１の外面が弾性部材３８３９を介して連結
されている。本実施形態では、弾性部材３８３９には、コイルスプリングが採用されてい
る。
【００４６】
　本実施形態の毛髪保持具１’では、毛髪保持体２の挿入口２１側の一端部を挿着口３１
’内に挿入し、該一端部を、環状部材３８の底面部３８２の内面及び環状部材３９の天面
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部３９１の内面に接合することによって、開閉治具３’が毛髪保持体２に固定される。開
閉治具３’において、拡縮手段３２’は、弾性部材３８３９の弾性変形に伴う環状部材３
８、３９同士の相対移動により、挿着口３１’を拡縮するように設けられている。
【００４７】
　挿着口３１’は、通常は毛髪保持体２を挿入し易いように挿着口３１’が少し開いてい
る。挿着口３１’ （挿入口２１）を広げる場合には、環状部材３８の天面部３８１と、
環状部材３９の底面部３９２とを上下から押圧し、弾性部材３８３９を縮ませることで、
環３８０、３９０同士の重なり部分を広げる（“拡縮”の“拡”の状態）。押圧力を解放
して、弾性部材３８３９の縮んだ状態を解けばその弾性力によって挿着口３１’（挿入口
２１）を狭めることができる（“拡縮”の“縮”の状態）。
【００４８】
　本実施形態の毛髪保持具においても、前記第１実施形態の毛髪保持具１と同様に、毛髪
束を毛髪保持体２の挿入口２１に挿入するときには、開閉治具３’の挿着口３１’が閉じ
た状態であるので、周辺の毛髪を巻き込むことがほとんどなく、噛み込むこともないため
、毛髪が折れたり、吊れて使用者に痛みを与えたりすることが防止されるほか、挿着口３
１’の拡縮（挿入口２１の開閉）も、弾性部材３８３９の伸縮させるような環状部材３８
、３９同士の相対移動によって容易に行えるため、操作性に優れる。
【００４９】
　本発明の毛髪保持具は、前述した実施形態に制限されることなく、本発明の趣旨を逸脱
しない限り適宜変更が可能である。
【００５０】
　例えば、前記第５実施形態では、弾性部材としてコイルスプリングを採用したが、環状
部材同士を相対移動可能なものであれば、特に制限はなく、例えば、ゴム柱やゴム管等の
他の形態の弾性部材を採用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明における毛髪処理用の毛髪保持具の第１実施形態を示す正面図である。
【図２】第１実施形態の毛髪保持具における開閉治具の形態を示す図であり、（ａ）は正
面図、（ｂ）は平面図である。
【図３】第１実施形態の毛髪保持具における開閉治具により毛髪保持体の挿入口を拡げた
状態を示す図である。
【図４】本発明の第２実施形態の毛髪保持具における開閉治具の形態を示す図であり、（
ａ）は正面図、（ｂ）は平面図である。
【図５】本発明の第３実施形態の毛髪保持具における開閉治具の形態を示す図であり、（
ａ）は正面図、（ｂ）は平面図である。
【図６】第３実施形態の毛髪保持具における開閉治具により毛髪保持体の挿入口を拡げた
状態を示す図である。
【図７】本発明の第４実施形態の毛髪保持具における開閉治具の形態を示す図であり、（
ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である。
【図８】第４実施形態の毛髪保持具における開閉治具により、毛髪保持体の挿入口を拡げ
た状態を示す図である。
【図９】図８のＡ－Ａ矢視拡大図であり、（ａ）は毛髪保持体の挿入口を広げている状態
を示す図、（ｂ）は毛髪保持体の挿入口を狭めている状態を示す図である。
【図１０】本発明の第５実施形態の毛髪保持具における開閉治具の形態を示す図であり、
（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１、１’　毛髪処理用の毛髪保持具
　２　毛髪保持体
　　２０　筒状体
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　　２１　挿入口
　　２２　注入口
　３、３’　毛髪保持体用開閉治具
　　３０、３０’　ヒンジ部材
　　３１　３１’　挿着口
　　３２、３２’　拡縮手段
　　３３、３３’　ヒンジ部
　　３４、３４’　長片部
　　　３４１　ガイド孔
　　　３４２　長孔
　　３５、３５’　短片部
　　　３５１　係止部
　　　３５２　凸部
　　３６　片部
　　３７　片部
　　３８、３９　環状部材
　　３８３９　弾性部材

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】



(12) JP 2008-168068 A 2008.7.24

フロントページの続き

(72)発明者  小林　英男
            栃木県芳賀郡市貝町赤羽２６０６　花王株式会社研究所内
(72)発明者  榎本　晴臣
            東京都墨田区文花２－１－３　花王株式会社研究所内
Ｆターム(参考) 3B038 EB01 
　　　　 　　  3B040 AE00 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

